
食事の時に提供していた白湯の提供の 

見直しについて（お知らせ） 
 

令和７年１０月１日（水）から下記のとおりとしますので、ご理解・ご協力をお願いします 
 

〇 食事と併せて提供していた白湯については提供終了 

〇 飲み物が必要な場合は、入院患者さんご自身で水を持参いただくか、 

  売店又は自動販売機等で飲み物をご購入下さい 
 

 

なお、その他ご不明な点がありましたら、病院受付又は病棟スタッフまでお気軽にお問い合わせください。 

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

令和７年９月２日（火） 

京都府立医科大学附属北部医療センター 

病院長  落 合  登 志 哉 


